
消費者教育及び行政の人材育成に関する参照条文について 

 

 

■消費者教育に関する参照条文 

 

○消費者基本法（昭和四十三年五月三十日法律第七十八号）（抄） 

 

（啓発活動及び教育の推進）  

第十七条 国は、消費者の自立を支援するため、消費生活に関する知識の普及

及び情報の提供等消費者に対する啓発活動を推進するとともに、消費者が生

涯にわたつて消費生活について学習する機会があまねく求められている状況

にかんがみ、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて消費生活に

関する教育を充実する等必要な施策を講ずるものとする。  

２ 地方公共団体は、前項の国の施策に準じて、当該地域の社会的、経済的状

況に応じた施策を講ずるよう努めなければならない。 

 

○消費者安全法（平成二十一年六月五日法律第五十号）（抄） 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第四条  (略） 

６ 国及び地方公共団体は、啓発活動、広報活動、消費生活に関する教育活動

その他の活動を通じて、消費者安全の確保に関し、国民の理解を深め、かつ、

その協力を得るよう努めなければならない。  

 

 

■行政の人材育成に関する参照条文 

 

○消費者安全法（平成二十一年六月五日法律第五十号）（抄） 

 

（消費生活センターの事務に従事する人材の確保等） 

第十一条 都道府県及び消費生活センターを設置する市町村は、消費生活セン

ターに配置された相談員（前条第一項第一号又は第二項第一号に規定する者

をいう。以下この条において同じ。）の適切な処遇、研修の実施、専任の職員

の配置及び養成その他の措置を講じ、相談員その他の消費生活センターの事

務に従事する人材の確保及び資質の向上を図るよう努めるものとする。 
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